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佐渡市立相川病院薬剤師採用試験のお知らせ
佐渡市立相川病院薬剤師採用試験を次により行います。
１	職種、受験資格、採用予定人員、勤務場所
職種 受験資格 採用予定人員 勤務場所

薬剤師 昭和 44 年４月２日以降に生まれた方で、薬剤師の資格を有する方または平成 26 年
度に実施される資格試験で薬剤師の資格を取得する見込みの方 １名 相川病院

◎次のいずれかに該当する人は、受験できません。
　・成年被後見人または被保佐人（準禁治産者を含む。）
　・ 禁錮(こ)以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまた

はその執行を受けることがなくなるまでの人
　・ 佐渡市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日か

ら２年を経過しない人
　・ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはそ

の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政
党その他の団体を結成し、またはこれに加入した人

　※ 採用予定人員は変更になることがあります。また、受験申込みは、平成 26 年 7 月 10 日から 8 月 15 日までの間受け付けている市長部
局および病院職員の採用職種を含め１職種に限ります。

２	試験の方法
⑴	第１次試験

試験種別 内　　　容
作文試験 課題の理解力、思考力および表現力等について、筆記試験を行います。
適性検査 一般性格診断検査 公務員に求められる資質に関し、性格傾向について検査を行います。

⑵	第２次試験　 第１次試験の合格者に対して面接試験を行います。なお、受験者の適性を把握するため、面接
試験については複数回実施する場合があります。

⑶	そ の 他　第１次試験の申込者に対して、受験資格等を調査します。
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消費生活サポーター養成講座受講者募集
　身近な方への消費者被害防止の注意喚起や啓発、消費生活トラブルの際の助言などについて、ボランティ
アとして活動していただく「消費生活サポーター」の養成講座を開催します。
日程　10 月１日㈬、10 月８日㈬、10 月 16 日㈭、10 月 20 日㈪、10 月 29 日㈬
時間　各日午前 10 時～午後３時 30 分　　会場　佐渡中央会館　　受講料　無料　　保育ルームあり
対象　サポーター活動や消費者問題に関心のある方
内容　消費者として知っておきたい法律等の基礎知識や最近の消費者問題、相談事例など
申込期限　８月 29 日㈮　　受講決定　９月 12 日㈮までに受講の可否を通知します。
お申し込み・お問い合わせ　新潟県消費者協会　☎０２５－２８１－５５５８（ＦＡＸ共通）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メール　n-shokyo@happytown.ocn.ne.jp


